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議
会
運
営
委
員
会
及
び
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員

会
で
は
、
議
会
活
性
化
を
目
的
と
し
た
議
会
運
営

及
び
議
会
だ
よ
り
に
関
す
る
事
項
の
調
査
の
た
め
、

11
月
５
日
に
東
京
都
あ
き
る
野
市
を
、
11
月
６
日

に
群
馬
県
桐
生
市
を
視
察
し
ま
し
た
。

　

あ
き
る
野
市
で
は
、
住
民
意
見
も
取
り
入
れ
た

議
会
だ
よ
り
の
編
集
な
ど
に
つ
い
て
、
桐
生
市
で

は
、
ま
ち
づ
く
り
討
論
会
の
実
施
や
議
会
モ
ニ
タ

ー
の
導
入
な
ど
の
議
会
改
革
に
つ
い
て
、
視
察
先

の
議
員
な
ど
か
ら
丁
寧
な
説
明
を
受
け
た
あ
と
、

質
疑
応
答
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
に
お
い
て
、
特
色
あ
る
議
会

活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

真
岡
市
議
会
で
は
、
市
民
の
皆
様
に
、
よ
り
親

し
ま
れ
気
軽
に
お
越
し
い
た
だ
け
る
議
会
を
目
指

し
て
、
議
場
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、｢

箏
桜
会｣

の
皆
さ
ん
を
お
迎
え
し
、

12
月
３
日
（
月
）
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

「
千
本
桜
」
、
「
六
段
の
調
」
、
「
さ
く
ら
・

21
」
、
「
証
城
寺
の
ス
ケ
ル
ツ
ォ
」
と
い
っ
た
、

お
馴
染
み
の
箏
曲
か
ら
新
し
い
曲
ま
で
、
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
だ
ナ
ン
バ
ー
が
、
箏
に
よ
る
演

奏
に
よ
り
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

軽
や
か
で
美
し
い
箏
の
音
色
が
議
場
い
っ
ぱ
い

に
響
き
渡
り
ま
し
た
。
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政
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た

行
政
視
察
に
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き
ま
し
た

そ
う 

お
う 

か
い

▼
議
案
第
91
号
に
つ
い
て

▼
議
案
第
83
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い
て

▼
議
案
第
87
号
に
つ
い
て

　
　

真
岡
市
一
般
会
計
補
正
予
算
の
内
、

　
　

企
画
費
に
お
け
る
移
住
体
験
ツ
ア
ー

事
業
費
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　

首
都
圏
の
若
い
世
代
、
子
育
て
世
代

　
　

に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
り
、
真
岡
の
フ

ァ
ン
に
な
っ
て
も
ら
い
、
移
住
を
促
す
た

め
に
、
観
光
だ
け
で
は
な
く
職
業
体
験
な

ど
を
実
施
す
る
ツ
ア
ー
を
考
え
て
い
る
。

　
　

芳
賀
赤
十
字
病
院
の
開
院
か
ら
急
患

　
　

診
療
所
の
開
所
ま
で
一
か
月
の
期
間

が
あ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
。

　
　

同
時
開
所
に
よ
る
現
場
の
混
乱
を
防

　
　

ぐ
た
め
で
あ
り
、
併
せ
て
会
計
年
度

に
そ
ろ
え
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
一
か

月
の
期
間
の
診
療
に
つ
い
て
は
、
現
在
の

田
町
の
急
患
セ
ン
タ
ー
で
運
営
す
る
。

　
　

真
岡
市
勤
労
者
研
修
交
流
施
設
井
頭

　
　

温
泉
チ
ャ
ッ
ト
パ
レ
ス
の
利
用
者
数

の
推
移
は
。

　
　

平
成
27
年
度
は
１
万
３
７
７
２
人
、

　
　

平
成
28
年
度
は
１
万
２
９
８
２
人
、

平
成
29
年
度
は
１
万
２
９
９
５
人
で
あ
る
。

○
陳
情
第
２
号
に
つ
い
て

　

趣
旨
と
し
て
は
、
難
病
医
療
費
助
成
に

必
要
な
臨
床
調
査
個
人
票
の
料
金
を
補
填

す
る
制
度
を
創
設
し
、
新
規
認
定
・
更
新

認
定
時
に
公
費
助
成
を
行
う
こ
と
、
市
町

村
民
税
非
課
税
者
、
重
症
者
の
自
己
負
担

を
な
く
す
こ
と
、
軽
度
者
の
対
象
除
外
を

行
わ
な
い
よ
う
２
０
１
４
年
12
月
以
前
の

取
扱
い
に
戻
す
こ
と
、
自
己
負
担
の
限
度

額
を
２
０
１
４
年
12
月
ま
で
の
基
準
に
引

き
下
げ
る
こ
と
、
患
者
数
を
理
由
に
対
象

疾
患
外
し
を
行
わ
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

委
員
か
ら
は
、
「
難
病
に
よ
り
日
常
の

生
活
に
支
障
を
き
た
す
方
も
お
り
、
弱
者

を
救
う
点
か
ら
も
採
択
す
べ
き
で
は
な
い

か
」
、
「
財
政
負
担
が
大
き
く
な
り
、
他

の
社
会
保
障
制
度
と
の
整
合
性
や
バ
ラ
ン

ス
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
不
採
択

で
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見
が
出

さ
れ
た
。

　

採
決
の
結
果
、
挙
手
少
数
に
よ
り
、

「
不
採
択
」
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
。
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